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１．議事日程 

   （平成２０年第４回安芸高田市議会１２月臨時会第１日目） 

 

平成２０年１２月２日 

午 前  １ ０ 時 開 会 

於 安 芸 高 田 市 議 場 
【臨時議長】 

日程第１   仮議席の指定 

日程第２   議長の選挙 

 

【議長】 

日程第１   議席の指定 

日程第２   会議録署名議員の指名 

日程第３   会期の決定 

日程第４    副議長の選挙 

追加日程第１  議席の一部変更の件 

日程第５   常任委員の選任 

日程第６   議会運営委員の選任 

日程第７   議会広報特別委員会の設置について 

日程第８   芸北広域環境施設組合議会議員の選挙 

日程第９   広島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

追加日程第２  同意第９号 安芸高田市監査委員の選任の同意について 

追加日程第３  閉会中の継続調査の申し出の件 

 

 

２．出席議員は次のとおりである。（２０名） 

１番    前 重 昌 敬     ２番    石 飛 慶 久 

３番    児 玉 史 則     ４番    大 下 正 幸 

５番    和 田 一 雄     ６番    水 戸 眞 悟 

７番    先 川 和 幸     ８番    山 根 温 子 
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９番    宍 戸 邦 夫    １０番    山 本  優 

１１番    前 川 正 昭    １２番    秋 田 雅 朝 

１３番    赤 川 三 郎    １４番    青 原 敏 治   

１５番    金 行 哲 昭    １６番    入 本 和 男 

１７番    今 村 義 照    １８番    亀 岡  等 

１９番    塚 本  近    ２０番    藤 井 昌 之 

 

 

３．欠席議員は次のとおりである（なし） 

  

 

４．会議録署名議員 

３番    児 玉 史 則     ４番    大 下 正 幸 

 

 

５．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（４名） 

市      長    浜 田 一 義     副 市 長    藤 川 幸 典 

総務企画部長    田 丸 孝 二     総 務 課 長  沖 野 文 雄 

 

 

６．職務のため議場に出席した事務局の職氏名（５名） 

事 務 局 長  光 下 正 則   議 事 調 査 GL  児 玉 竹 丸 

総  務  G L   上 杉 浩 二    書 記   國 岡 浩 祐 

書 記    倉 田 英 治 
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～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前 １０時００分 開会 

○光下事務局長   改めまして、おはようございます。 

事務局長の光下です。よろしくお願いいたします。 

本臨時会は、一般選挙後初めての議会です。議長が選挙されるまで

の間、地方自治法第 107 条の規定により、出席議員の中で年長の議員

が臨時に議長の職務を行うことになっております。 

出席議員中、亀岡等議員が年長者でありますので、御紹介申し上げ

ます。亀岡議員さん、議長席にお着きください。 

○亀岡臨時議長   ただいま御紹介をいただきました亀岡等でございます。 

地方自治法第 107 条の規定によって、臨時に議長の職務を行います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１ 仮議席の指定 

○亀岡臨時議長   ただいまの出席議員は 20 名であります。 

定足数に達しておりますので、これより平成 20 年第 4回安芸高田市

議会臨時会を開会いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

日程第 1、仮議席の指定を行います。仮議席は、ただいま着席の議

席といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２ 議長の選挙 

○亀岡臨時議長   日程第 2、議長の選挙を行います。 

選挙の方法については、投票によることといたします。 

議場を閉鎖いたします。 

           〔事務局職員により議場閉鎖〕 

   ただいまから、事務局職員をして、現在の出席議員数の再確認を行

います。 

〔出席議員数の確認〕 

   ただいまの出席議員数は 20 名でございます。 

次に、立会人は 2 名にいたしたいと思います。指名については私か

ら指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（異議なし） 

異議なしと認め、私から 1 番 前重昌敬君及び 2 番 石飛慶久君を

指名いたします。 

それでは、投票用紙を配ります。なお、投票は単記無記名です。 

〔投票用紙の配付〕 

   投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（配付漏れなし） 

   配付漏れなしと認めます。 

投票箱を点検します。 
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〔投票箱の点検〕 

   投票箱の点検については、異常なしと認めます。 

ただいまから投票を行います。職員が議席番号と氏名を呼び上げま

すので、順番に投票願います。 

○上 杉 主 査   1 番 前重議員、2番 石飛議員、3番 児玉議員、4番 大下議員、

5番 和田議員、6番 水戸議員、7番 先川議員、8番 山根議員、9

番 宍戸議員、10 番 山本議員、11 番 前川議員、12 番 秋田議員、

13 番 塚本議員、14 番 赤川議員、15 番 藤井議員、16 番 青原議

員、17 番 金行議員、18 番 入本議員、19 番 今村議員、20 番 亀

岡議員。 

○亀岡臨時議長   投票漏れはありませんか。 

           （投票漏れなし） 

   投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

これより開票を行います。1番 前重昌敬君及び 2番 石飛慶久君、

開票の立ち会いをお願いします。 

        〔開票〕 

   選挙の結果を報告します。投票総数 20 票、有効投票 20 票、無効投

票０であります。有効投票のうち、藤井君 12 票、塚本君 3票、青原君

4票、赤川君 1票、以上のとおりでありす。 

この選挙の法定得票数は 5 票でございます。したがって、藤井君が

議長に当選されました。 

議場の閉鎖を解きます。 

 〔議場の閉鎖の解除〕 

ただいま当選されました藤井君が議場におられます。当選の告知を

いたします。 

当選人の発言を求めます。藤井君、御登壇を願います。 

○藤 井 議 長   ただいま議長選挙におきまして、多くの議員の皆さんの御推挙を得

まして議長に当選をさせていただきました。心より厚く御礼を申し上

げます。もとより浅学非才でございますけども、今はただ身の引き締

まる思いで一杯でございます。今後は議会運営に全力で取り組んでま

いる所存でございます。 

さきの市議会議員の選挙の結果を見ますと、多くの市民の皆様の思

い、議会に対する、議員に対する思いというものが反映された選挙で

あったと、このように思っております。この市民の負託にこたえてい

くためにも、議会がまず一致団結をしていかなければならないと、こ

のように思っております。 

我々議会、さらには議員一人一人に課せられた責務・責任というの

はますます大きくなっていると思います。したがいまして、議員が一

致団結をしてこれからの安芸高田市の発展のために全力で取り組みを

させていただく所存でございます。 

言葉足らずで意を尽くせませんけども、私もそのためには皆さんと
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対話と相互理解の上で、しっかりと議会運営に努めてまいる所存でご

ざいます。 

どうか議員各位の御理解・御協力を賜りますことをお願い申し上げ

まして、簡単ではございますけども就任に当たっての御挨拶とさせて

いただきます。よろしくお願いいたします。 

○亀岡臨時議長   これで臨時議長の職務はすべて終了いたしました。議長と議長席を

交代いたします。御協力ありがとうございました。議長、議長席にお

着き願います。 

ここで暫時休憩いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前 １０時２８分 休憩 

午前 １０時３７分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○藤 井 議 長   再開いたします。 

日程の追加についてお諮りいたします。 

この際、休憩中にお手元に配付いたしました日程第 2 号のとおり、

日程第 1、議席の指定の件から、日程第 9、広島県後期高齢者医療広域

連合議会議員の選挙の件まで 9 件を、日程に追加したいと思います。

これに御異議ございませんか。 

   （異議なし） 

異議なしと認めます。よって、お手元の日程のとおり追加すること

に決定いたしました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１ 議席の指定を行います。 

○藤 井 議 長   議席は、会議規則第 4条第 1項の規定により、1番から 14番までは、

ただいま着席のとおりとし、15 番を 20 番とし、16 番以下を 1 番ずつ

繰り上げた席を、議席として指定いたします。 

それぞれの席に御着席をお願いいたします。 

暫時休憩いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前 １０時３８分 休憩 

午前 １０時３９分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

      日程第２ 会議録署名議員の指名 

○藤 井 議 長   再開いたします。 

日程第 2、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第 79 条の規定により、議長において、

3番 児玉史則君、4番 大下正幸君を指名いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

      日程第３ 会期の決定 

○藤 井 議 長   日程第 3、会期の決定を議題といたします。 
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お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日 1 日のみといたしたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

(異議なし) 

                異議なしと認めます。よって、会期は 1日間と決しました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

      日程第４ 副議長の選挙 

○藤 井 議 長   日程第 4、副議長の選挙を行います。 

選挙の方法については、投票によることといたします。 

議場を閉鎖します。 

〔議場の閉鎖〕 

ただいまから、事務局職員をして、現在の出席議員数の再確認を行

います。 

〔出席議員数の確認〕 

ただいまの出席議員数は 20 人でございます。 

次に、立会人を指名します。会議規則第31条第2項の規定によって、

立会人に 5番 和田一雄君及び 6番 水戸眞悟君を指名します。 

投票用紙をお配りします。なお、投票は単記無記名でございます。 

〔投票用紙の配付〕 

投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（配付漏れなし） 

配付漏れなしと認めます。 

投票箱を点検いたします。 

〔投票箱の点検〕 

異常なしと認めます。 

ただいまから投票を行います。職員が議席番号と氏名を呼び上げま

すので、順番に投票願います。 

○上 杉 主 査   1 番 前重議員、2番 石飛議員、3番 児玉議員、4番 大下議員、

5番 和田議員、6番 水戸議員、7番 先川議員、8番 山根議員、9

番 宍戸議員、10 番 山本議員、11 番 前川議員、12 番 秋田議員、

13 番 塚本議員、14 番 赤川議員、15 番 青原議員、16 番 金行議

員、17 番 入本議員、18 番 今村議員、19 番 亀岡議員、20 番 藤

井議長。 

○藤 井 議 長   投票漏れはありませんか。 

           （投票漏れなし） 

投票漏れなしと認めます。 

以上で投票を終わります。これより開票を行います。 

5 番 和田一雄君及び 6 番 水戸眞悟君、開票の立ち会いをお願い

します。 

        〔開票〕 

選挙の結果を報告いたします。投票総数 20 票、有効投票 20 票、無

効投票 0 票です。有効投票のうち、塚本近君 14 票、入本和男君 4 票、
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青原敏治君 2票、以上のとおりであります。 

この選挙の法定得票数は、5 票です。したがって、塚本近君が副議

長に当選されました。 

議場の閉鎖を解きます。 

 〔議場の閉鎖の解除〕 

ただいま当選されました塚本近君が議場におられます。会議規則第

32 条第 2項の規定により当選の告知をします。 

塚本近君、登壇願います。 

○塚本副議長   一言御挨拶を申し上げます。 

          このたび、議会議員の皆さんの御支持によりまして副議長の要職に

就任させていただくことと相成りました。大変名誉なことであり、感

激をいたしておりますと同時に、責任の重さを痛感いたしておるとこ

ろでございます。議長の足手まとい、また先輩・同僚議員の御期待に

反するようなことにならないか等々心配をいたしておるところでござ

います。 

議長さんや議員各位の御指導と御助言を賜りながら、名誉あるこの

席を汚さないよう最大の努力をいたしていくつもりでおります。副議

長の選挙でお寄せいただきました暖かい御力添えをこの任期中も継続

され、さらに御指導・御鞭撻を賜りますようお願い申し上げ、一言お

礼の御挨拶と就任の御挨拶にかえさせていただきます。よろしくお願

いいたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

      追加日程第１ 議席の一部変更の件 

○藤 井 議 長   お諮りいたします。 

この際、議席の一部変更の件を、日程に追加したいと思います。こ

れに御異議ございませんか。 

           （異議なし） 

御異議なしと認めます。よって、この際議席の一部変更の件を日程

に追加することに決定いたしました。 

追加日程第 1、議席の一部変更を行います。 

今回、副議長の選挙に伴い、会議規則第 4 条第 3 項の規定によって

議席の一部を変更したいと思います。1番から 12番まで及び 20番は、

ただいま着席のとおりといたし、13 番を 19 番とし、14 番以下 19 番ま

でを、1番ずつ繰り上げた席を議席と指定いたします。 

それでは、ただいま指定いたしました議席に、それぞれお着き願い

ます。 

ここで暫時休憩いたします。11 時 30 分まで休憩といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前 １０時４３分 休憩 

午前 １１時３５分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 
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      日程第５ 常任委員の選任 

○藤 井 議 長   再開いたします。 

日程第 5、常任委員の選任を行います。 

お諮りいたします。常任委員の選任については、委員会条例第 8 条

第 1 項の規定により、総務企画常任委員に今村義照君、赤川三郎君、

先川和幸君、金行哲昭君、藤井昌之君、山根温子さん、大下正幸君、

文教厚生常任委員に山本優君、宍戸邦夫君、塚本近君、水戸眞悟君、

青原敏治君、児玉史則君、石飛慶久君、産業建設常任委員に亀岡等君、

前川正昭君、入本和男君、和田一雄君、秋田雅朝君、前重昌敬君、以

上の諸君をそれぞれ指名したいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

(異議なし) 

異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました以上の諸

君をそれぞれの常任委員に選任することに決しました。 

ここで 13 時まで休憩といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前 １１時３６分 休憩 

午後  １時００分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第６ 議会運営委員の選任 

○藤 井 議 長   再開いたします。 

日程第 6、議会運営委員の選任を行います。 

お諮りいたします。議会運営委員の選任については、委員会条例第

8 条第 1 項の規定により山本優君、秋田雅朝君、赤川三郎君、青原敏

治君、金行哲昭君、入本和男君を指名したいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

(異議なし)   

異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました以上の諸

君を議会運営委員に選任することに決しました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第７ 議会広報特別委員会の設置について 

○藤 井 議 長   日程第 7、議会広報特別委員会の設置についての件を議題といたし

ます。 

議会広報の発刊及び調査を行うため、委員会条例第 6 条第 1 項及び

第 2 項の規定によって、6 人の委員で構成する議会広報特別委員会を

設置することといたしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

(異議なし) 

               異議なしと認めます。よって、議会広報の発刊及び調査を行うため、

6 人の委員で構成する議会広報特別委員会を設置することと決定いた

しました。 
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お諮りいたします。ただいま設置されました議会広報特別委員会の

委員の選任については、委員会条例第 8 条第 1 項の規定により、前重

昌敬君、児玉史則君、大下正幸君、山根温子さん、宍戸邦夫君、前川

正昭君を指名したいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

(異議なし)   

異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました以上の諸

君を議会広報特別委員に選任することに決しました。 

暫時休憩いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後 １時０３分 休憩 

午後 １時０３分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○藤 井 議 長   再開いたします。 

この際、次の日程に入るに先立ち、各常任委員会及び議会運営委員

会及び特別委員会の正・副委員長の互選の結果が通知されていますの

で、御報告いたします。 

総務企画常任委員長に赤川三郎君、同副委員長に山根温子さん、文

教厚生常任委員長に青原敏治君、同副委員長に宍戸邦夫君、産業建設

常任委員長に秋田雅朝君、同副委員長に前川正昭君、議会運営委員長

に金行哲昭君、同副委員長に入本和男君、議会広報特別委員長に宍戸

邦夫君、同副委員長に山根温子さん、以上でございます。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第８ 芸北広域環境施設組合議会議員の選挙 

○藤 井 議 長   日程第 8、芸北広域環境施設組合議会議員の選挙を行います。 

お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第 118 条第

2項の規定により指名推選にしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

(異議なし) 

異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選によるこ

とに決しました。 

お諮りいたします。指名の方法については、議長が指名することに

したいと思います。これに御異議ありませんか。 

(異議なし) 

御異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決しま

した。 

芸北広域環境施設組合議会議員に前川正昭君、秋田雅朝君、青原敏

治君、入本和男君、藤井昌之君を指名いたします。 

お諮りします。ただいま議長が指名しました以上の諸君を芸北広域

環境施設組合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。 

(異議なし) 
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御異議なしと認めます。したがって、ただいま指名いたしました諸

君が芸北広域環境施設組合議会議員に当選されました。 

ただいま芸北広域環境施設組合議会議員に当選された、諸君が議場

におられます。会議規則第32条第2項の規定による告知をいたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第９ 広島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

○藤 井 議 長   日程第 9、広島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行いま

す。 

お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第 118 条第

2 項の規定により指名推選にしたいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

(異議なし) 

御異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選にする

ことに決しました。 

お諮りいたします。指名の方法については、議長が指名することに

したいと思います。これに御異議ありませんか。 

(異議なし) 

御異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決しま

した。 

広島県後期高齢者医療広域連合議会議員に青原敏治君を指名いたし

ます。 

お諮りします。ただいま議長が指名しました青原敏治君を、広島県

後期高齢者医療広域連合議会議員の当選人と定めることに御異議あり

ませんか。 

(異議なし) 

異議なしと認めます。したがって、ただいま指名いたしました青原

敏治君が、広島県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました。 

ただいま、広島県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選された青

原敏治君が議場におられます。会議規則第 32 条第 2項の規定による告

知をいたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

追加日程第２ 同意第９号 安芸高田市監査委員の選任の同意に 

ついて 

○藤 井 議 長  市長から、同意第 9 号「安芸高田市監査委員の選任の同意についての

件」が提出されております。 

この際、これを日程に追加し、議題としたいと思います。これに御異

議ありませんか。 

(異議なし) 

                  御異議なしと認めます。よって、本件を日程に追加し、議題とするこ

とに決定いたしました。 

追加日程第 2、同意第 9号｢安芸高田市監査委員の選任の同意について
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の件」を議題といたします。 

ここで、17 番 今村義照君は除斥により退席しておられますので、確

認しておきます。 

この際、議案の朗読を省略いたします。提出者から提案理由の説明を

求めます。市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  同意第 9 号「安芸高田市監査委員の選任の同意について」の提案理由

の御説明を申し上げます。 

本案は安芸高田市監査委員 2 名のうち市議会議員の中から選任をいた

しておりました、田中常洋氏の任期が本年 11 月 30 日をもって満了とな

りましたので、後任の監査委員として新たに今村義照氏を選任したいと

するものであり、地方自治法 196 条第 1 条の規定により議会の議決を求

めるものでございます。 

よろしく御審議の上、御同意を賜りますようお願いを申し上げます。 

○藤 井 議 長  これをもって提案理由の説明を終わります。 

本件については、質疑・討論を省略したいと思います。これに御異議

ありませんか。 

（異議なし） 

異議なしと認め、これを省略いたします。 

これより同意第 9号「安芸高田市監査委員の選任の同意についての件」

を、起立により採決いたします。 

本件は、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立多数） 

起立多数であります。したがって、同意第 9 号「安芸高田市監査委員

の選任の同意についての件」は、同意することに決定いたしました。 

この際、暫時休憩いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後 １時１２分 休憩 

午後 １時１３分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

追加日程第３ 閉会中の継続調査の申し出の件 

○藤 井 議 長   再開いたします。 

 先ほど、議会運営委員長及び各常任委員長並びに議会広報特別委員長

から、所管事務調査については会議規則第 102 条の規定により、閉会中

も引き続き審査終了まで継続調査したい旨の申し出がありました。 

この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに

御異議ありませんか。  

(異議なし) 

御異議なしと認めます。よって、この際閉会中の継続調査の申し出の

承認についてを日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。 

追加日程第 3「閉会中の継続調査の申し出の承認についての件」を議

題といたします。 



お諮りいたします。議会運営委員長及び各常任委員長並びに議会広報

特別委員長からの閉会中の継続調査の申し出については、これを承認す

ることに御異議ありませんか。 

(異議なし) 

異議なしと認めます。よって、閉会中の継続調査の申し出については

これを承認することに決しました。 

以上で本日の議事日程は終了いたし、本臨時会に付議された案件の審

議はすべて終了いたしました。 

          これにて平成 20 年第 4 回安芸高田市議会臨時会を閉会いたします。

大変御苦労様でございました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後 １時１５分 閉会 
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